
新
制
度
の
ス
タ
ー
ト
に
伴
い
、
幼

稚
園
や
保
育
園
な
ど
を
利
用
す
る
人

は
、
教
育
・
保
育
の
必
要
性
に
応
じ

た
支
給
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

①
支
給
認
定
の
種
類

１
〜
３
号
認
定(

下
表
参
照)

。

②
保
育
の
必
要
量
に
応
じ
た
区
分

２
号
認
定
・
３
号
認
定
を
受
け
る

人
は
、
保
育
の
必
要
量
に
よ
り
さ
ら

に「
保
育
標
準
時
間
」ま
た
は「
保
育

短
時
間
」に
区
分
さ
れ
ま
す
。

※「
保
育
標
準
時
間
」と「
保
育
短
時

間
」で
は
利
用
で
き
る
時
間
が
異

な
り
ま
す

③
支
給
認
定
の
申
請
手
続
き

具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
国

に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
検

討
を
進
め
て
い
ま
す
。
詳
細
が
決
ま

り
次
第
、
広
報
ぬ
ま
た
や
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

保
育
料
に
つ
い
て
は
、
所
得
に
応

じ
た
負
担(

応
能
負
担)

を
基
本
と
し

て
、
国
が
定
め
る
水
準
を
上
限
に
、

市
町
村
が
設
定
し
ま
す
。

本
市
に
お
け
る
保
育
料
に
つ
い
て

は
、
現
在
検
討
中
で
す
。

※
新
制
度
に
移
行
し
な
い
私
立
幼
稚

園
は
、
今
ま
で
ど
お
り
各
園
が
保

育
料
な
ど
を
設
定
し
ま
す

2

広報ぬまた 平成26年９月１日

市役所 123－2111524－5179 白沢町振興局 153－2111553－2188 利根町振興局 156－2111556－3674

市
立
幼
稚
園

市
で
は
、
来
年
４
月
か
ら
入
園
を

希
望
す
る
幼
児
を
募
集
し
ま
す
。

入
園
資
格

市
内
に
居
住
す
る
幼
児

▽
３
歳
児
　
平
成
23
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
24
年
４
月
１
日
生
ま
れ

▽
４
歳
児
　
平
成
22
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
23
年
４
月
１
日
生
ま
れ

▽
５
歳
児
　
平
成
21
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
22
年
４
月
１
日
生
ま
れ

入
園
願
書

各
市
立
幼
稚
園
で
交
付
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
電
子
申
請
」

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

申
し
込
み

10
月
１
日(

水)

か
ら
20

日(

月)

ま
で
の
間(

土
・
日
曜
日
、

祝
日
を
除
く)

に
各
幼
稚
園
へ

※
郵
送
の
場
合
は
10
月
20
日(

月)

の

消
印
ま
で
有
効

入
園
許
可

書
類
審
査
と
身
体
検
査

を
行
い
、
入
園
を
決
定
。
定
員
を

超
え
て
選
考
に
漏
れ
た
と
き
は
、

第
２
志
望
の
幼
稚
園
へ
の
入
園
を

許
可
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

保
育
料

国
が
定
め
る
私
立
幼
稚
園

保
育
料
の
水
準
を
参
考
と
し
、
保

護
者
の
所
得
に
応
じ
市
町
村
が
設

定
し
ま
す
。
本
市
に
お
け
る
保

育
料
は
、
現
在
検
討
中
で
す
。
詳

細
が
決
ま
り
次
第
、
広
報
ぬ
ま
た

や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
申
し
込
み
の
詳
細

は
各
市
立
幼
稚
園
へ

私
立
幼
稚
園

私
立
の
幼
稚
園
は
、
幼
稚
園
ご
と

に
特
色
の
あ
る
教
育
を
行
っ
て
い
ま

す
。
申
し
込
み
の
期
日
や
方
法
な
ど

は
、
各
幼
稚
園
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

保
育
料

▽
新
制
度
に
移
行
す
る
場
合

国
が
定
め
る
水
準
を
上
限
に
、
保

護
者
の
所
得
に
応
じ
市
町
村
が
設
定

し
ま
す
。
本
市
に
お
け
る
保
育
料
は

現
在
検
討
中
で
す
。
詳
細
が
決
ま
り

次
第
、
広
報
ぬ
ま
た
や
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
新
制
度
に
移
行
し
な
い
場
合

今
ま
で
ど
お
り
各
園
が
保
育
料
な

ど
を
設
定
し
ま
す
。

市
内
に
は
観
光
ぶ
ど
う
園
や
り
ん

ご
園
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
ぶ
ど
う
狩

り
は
10
月
中
旬
ま
で
、
り
ん
ご
狩
り

は
11
月
下
旬
ま
で
楽
し
め
ま
す
。
市

内
で
採
れ
た
お
い
し
い
果
物
を
、
ぜ

ひ
、
味
わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

天
候
や
地
域
に
よ
り
開
園
期
間
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
確
認
し
て
か
ら

お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

沼
田
市
観
光
イ
ン
フ

ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
1

１
３
０
０
、

各
ぶ
ど
う
・
り
ん
ご
園
へ

と
き

９
月
27
日(

土)

、
28
日(

日)

と
こ
ろ

利
根
観
光
会
館
駐
車
場

内
容

打
ち
立
て
そ
ば
１
日
５
０
０

食
限
定
販
売
、
素
人
そ
ば
打
ち
段

位
認
定
群
馬
大
会
、
写
真
コ
ン
テ

ス
ト
入
賞
作
品
展
示
、
そ
ば
関
連

用
品
の
販
売
、
農
産
物
の
販
売
な

ど
問
い
合
わ
せ

老
神
温
泉
そ
ば
祭
り

実
行
委
員
会(

利
根
町
観
光
協
会)

1
⑳
５
０
５
０
へ

3

来年４月スタート
子ども・子育て支援新制度

問い合わせ　子ども課保育係(東原庁舎内)1内線７７２５８

全ての子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年８月に子ども・子育て関連３法(子ども・

子育て支援法、認定こども園法の一部を改正する法律、関係法律の整備等に関する法律)が成立しました。

これらの法律に基づき、来年４月から｢子ども・子育て支援新制度｣がスタートする予定です。

新制度では、子どもや子育て家庭の状況に応じたさまざまな支援を市町村が中心となって行います。

地域のニーズを踏まえ、保育園などの施設を計画的に整備する

ほか、地域型保育事業などの実施により、保育の量や種類を増や

し、待機児童の解消を図ります。

また、職員の処遇や配置に関する改善を行い、量だけでなく質

の確保も図ります。

｢放課後児童クラブ(学童クラブ)｣、 ｢一時預かり事業｣、｢地域

子育て支援拠点事業｣などのさまざまなニーズに対応できる子育て支援策の充実を図ります。

幼稚園と保育園の機能や特徴を併せ持つ認定こども園の普及を図るとともに、認定こども園、幼稚園、保育園共通

の給付体制が創設され、質の高い教育・保育が提供されます。

子ども・子育て支援法において市町村は、地域の子ども・子育ての現状やニーズを把握し、それに基づいた５年を

１期とする事業計画を策定することとされています。

本市においても、保護者のニーズを調査し、市民の皆さんの意向などを把握するとともに、昨年11月に設置された

「沼田市子ども・子育て会議」の意見も聞きながら、事業計画の策定を進めています。

新制度の目的と主な内容
①保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善

②地域の子ども・子育て支援の充実

③質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供

新制度に向けた本市の取り組み

幼
稚
園
や
保
育
園
な
ど
の
保
育

料
は
ど
う
な
る
の
？

幼
稚
園
や
保
育
園
の
利
用
手
続

き
は
ど
う
な
る
の
？

来年度の保育園入園手続きについては、広報ぬまた10月号に掲載する予定です

問
い
合
わ
せ
　
各
幼
稚
園

来
年
度
の
入
園
児
を

募
集
し
ま
す

ぶ
ど
う
園
・
り
ん
ご
園
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

園名

榛名幼稚園

利南幼稚園

利南東幼稚園

池田幼稚園

薄根幼稚園

恵泉幼稚園

ちぐさ幼稚園

沼田幼稚園

榛名町3271-3

栄町141

上久屋町2161-2

発知新田町488

善桂寺町78

西倉内町663

柳町394

坊新田町1105-3

○22 ４７４０

○23１０７１

○23２３７３

○23９３１０

○23０６５１

○23３５８４

○23３３２４

○22 ２８５６

市
立

私
立

所在地 電話番号

支給認定
区　　分

対象となる子ども
利用できる主
な施設・事業

１号
認定

満３歳以上の就学前の子ども
(２号認定を除く)

認定こども園
幼稚園

認定こども園
保育園

認定こども園
保育園
地域型保育事
業など

満３歳以上で保護者の労働や
疾病などにより、保育を必要
とする子ども

満３歳未満で保護者の労働や
疾病などにより、保育を必要
とする子ども

２号
認定

３号
認定

〜
市
制
施
行
60
周
年
記
念
事
業
〜


